
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜駅周辺地区では、路上の駐停車による交通渋滞等の解消や利用者の利便性向上を目

的として、駅前広場の機能の一部であるタクシー乗降場を横浜駅の主要出入口付近へ分散

配置することを、「エキサイトよこはま２２」に掲げています。 

「横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業」では、令和６年６月に THE 

YOKOHAMA FRONT がグランドオープンを迎え、その後も、横浜駅きた西口前における利便性

向上を図るため、交通広場（タクシー乗場）の整備が進められてきました。 

このたび、交通広場の工事が完了し、令和７年３月３日（月）より供用を開始すること

になりましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

都市整備局都心再生課担当課長  宮本 康司  Tel 045-671-4755 

令 和 ７ 年 ２ 月 2 1 日 
都市整備局都心再生課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

横浜駅きた西口で 

交通広場（タクシー乗場）の供用を開始します！ 

供用開始日時：令和７年３月３日（月）正午から 
※日時は、天候等により変更する場合があります。 

※供用開始に係る式典等の予定はありません。 

交通広場内はタクシー専用で、一般車進入禁止です。 

案内図 

※広場が横浜市道に移管されるまでの間は、「横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発組合」が管理を行います。 

タクシー 

乗降スペース 


